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新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業について 

 

平素は、吹田市教育委員会並びに本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうござい

ます。 

さて、新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業の対応につきまして、大阪府の通知を踏まえ、全

市立小学校、全市立中学校において、４月８日（水）から５月６日（水・振替休日）の期間、臨時に

休業することとしました。 

つきましては、以下のとおり対応することといたします。 

なお、新型コロナウイルスにつきましては、日々状況が変化しているため、必要に応じて変更が生

じる場合があります。引き続き状況の変化及び、提供できる情報が入った場合はお知らせします。 

趣旨をご理解のうえ、ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１  週２回、分散して登校する形で、登校日を設定します。 

 

２  お子さまは、登校日以外は登校させないでください。 

 

３  クラブ活動を含め、学校行事及び教育活動については、すべて中止・延期としますが、入学式は 

簡易な形式で行います。 

 

４  規則正しい生活を心がけ、検温によりお子さまの健康状態を確認してください。 

 

５  荷物を取りに来るなど、登校を希望される場合は、学校の指示に従ってください。 

 

６  家庭学習や読書の時間を確保してください。 

 

７  留守家庭児童育成室に入室していない、第１学年から第３学年の児童のうち、個別の事情 

  により家庭で過ごすことがどうしても困難な児童を対象とする、臨時休業に伴う措置は、延長 

  します。 

 

８  休日中の過ごし方につきましては、裏面を参照してください。 

 



 休業中の過ごし方について 

○ 不要不急の外出は避けてください。やむを得ず外出する場合はマスクを着用し、帰宅した際には 

手洗い・うがいを十分に行ってください。 

○ 発熱等の風邪の症状など体調が優れない場合は、毎日、体温を測定して記録してください。  

○ お子さまに下記のＡ、Ｂいずれかの症状が現れた場合は、速やかに学校と「新型コロナ受診

相談センター」へ連絡してください。  

Ａ 風邪の症状や３７．５度前後の発熱が４日程度続く場合 

（解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む） 

※高齢の方や基礎疾患等のある方は２日以上とされています。  

Ｂ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 新型コロナウイルス感染症と診断された場合は速やかに学校へ連絡をしてください。  

※ その他、症状に不安がある場合などの一般的な問い合わせ先 

府民向け相談窓口：06-6944-8197（受付時間：9：00～18：00 土日・祝日も実施） 

新型コロナ受診相談センター （吹田市保健所） 

【電話番号】  ０６－６３３９－２２２５ 

          ０６－６３３９－２２２６ 

          ０６－６３３９－２２２７ 

  【ＦＡＸ番号】 ０６－６３３９－２０５８ 

【受付時間】  午前９時から午後５時３０分（平日） 

※上記以外の時間帯は、新型コロナ受診相談センター（吹田市保健所）に 

電話をかけると、コールセンターを留守番電話でご案内していますので、 

必要な場合はご相談ください。 

 

 

 吹田市新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター 

【電話番号】  ０６－６３８４－００７８ 

  【ＦＡＸ番号】 ０６－６３８５－８３００ 

【受付時間】  午前９時から午後５時３０分（平日） 

※市のコロナウイルスに関する総合的な対応については、こちらにご連絡 

ください。 

吹田市立教育センター（教育相談） 

【電話番号】  ０６－６３８４－４４８８ 

【受付時間】  午前９時から午後５時（平日） 

※満３歳から１８歳までの本人と保護者を対象に、電話による相談を行っており

ます。気持ちが落ち込んだり、不安があるときには、ご相談ください。 


